
参考写真
令和７年８月：樹木の倒木、土砂流出等

令和８年３月：落石

平和中央公園の広場の閉鎖について 令和８年６月
中央区/地域整備部/管理調整課

概 要
公園東側の広場（ゲートボール場）の西にある斜面からの倒木や落石が発生しており、公園利用者の
安全確保のため、一部の利用を制限するもの。
参考：福岡市公園条例 第６条（利用の制限）

閉鎖場所：東側広場（ゲートボール場） ※赤枠範囲
閉鎖期間：令和８年６月上旬 ～ 対策工事完了迄 ※関係者説明完了次第閉鎖
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